
中央
地区

沼垂
地区

木戸
地区

大形
地区

中
地区

内野
地区

中野
小屋
地区

赤塚
地区

松浜
地区

南浜
地区

濁川
地区

鳥屋
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両川
地区

曽野
木地
区

坂井
輪地
区

石山
地区

大江
山地
区

黒埼
地区

地区
不明

1 Ａ変更案が良い 4,644 4,505 10 3 159 91 185 1 7 7 665 3 1 3,373 1 6 1 1 8 10 44 14 23 7 14 5 2 3

2 Ｂ変更案が良い 810 344 26 9 3 2 16 1 7 3 3 3 44 121 105 1 5 77 1 2 6 155 17 76 31 1 17 18 59 1

3 Ｃ変更案が良い 38 3 1 1 1 2 1 6 8 14 2 1 1

4 Ｄ案が良い 117 62 3 4 1 2 1 2 49 1 4 3 4 3 4 9 1 3 23

5 Ｅ案が良い 1,408 372 13 1 1 3 45 88 105 3 1 106 2 2 2 1 7 1 1 3 113 7 4 19 2 9 862 7

6 Ａ変更案又はＢ変更案が良い 2 2 1 1

7 Ａ変更案又はＣ変更案が良い 2 2 1 1

8 Ａ変更案又はＤ案が良い 1 1 1

9 Ａ変更案又はＥ案が良い 6 6 3 1 2

10 Ｂ変更案又はＣ変更案が良い 2 　 1 1

11 Ｂ変更案又はＤ案が良い 70 25 15 1 9 8 4 3 3 13 14

12 Ｂ変更案又はＥ案が良い 4 　 2 1 1

13 Ｃ変更案又はＥ案が良い 5 　 4 1

14 Ｄ案又はＥ案が良い 3 2 1 1 1

15 Ａ変更案又はＣ変更案又はＥ案が良い 1 1 1

16 Ｂ変更案又はＣ変更案又はＤ案が良い 3 　 1 2

17 B変更案又はD案又はE案が良い 1 　 1

18 Ｂ変更案又はＣ変更案又はＤ案又はＥ案が良い 2 1 1 1

19 Ａ変更案又はＢ変更案又はＣ変更案又はＤ案又はＥ案が良い 1 　 1

20 前回のＡ案が良い 2 　 2

21 前回のＢ案が良い 3 1 1 1 1

22 Ｄ案には反対 1 1 1

23 別にどの案でも良い 1 1 1

7,127 5,329 70 15 6 3 5 223 180 298 3 16 4 11 830 178 1 3,483 3 8 112 2 4 12 178 157 149 65 44 42 43 969 10 3

24
Ｄ案２区は人口が大きすぎるので、中地区事務所管内と東地
区事務所管内を一つの区、石山地区と鳥屋野地区で一つの区
とする

805 799 1 1 1 796 1 1 3 1

25 中央地区（新潟島）で一つの区とする 385 385 367 1 2 2 3 2 6 2

26 四ツ郷屋地区は西地区と同一の区 225 7 2 2 1 2 1 217

27 Ｅ案を基本に、巻町四ッ郷屋地区を６区にすると良い 181 2 1 1 1 178

28 新潟南警察署管内を一つの区とすべき 168 4 1 1 2 1 161 2

29 西蒲原郡を割らないで 130 5 3 2 4 1 2 117 1

30 一体化している黒埼地区と坂井輪地区を割らないでほしい 103 100 1 2 1 5 1 90 2 1

31 西蒲原郡で一つの区 76 3 2 1 1 1 70 1

32 Ｅ案を基本に、味方村は７区に入れる 42  3 1 37 1

33 Ｄ案２区を２つに分割すると良い 27 25 1 24 1 1

34 黒埼地区と坂井輪・内野地区と同じ区が良い 24 22 1 6 15 2

35 黒埼地区は新潟市域との区割りを 22 22 1 4 17

36
Ｂ変更案またはＤ案（の６区）に潟東村もぜひ一緒に入れて
ほしい

15 4 4 5 1 5

37 Ｂ変更案を基本として、内野地区を全て７区に入れる 15 14 6 8 1

38

Ｄ案の２・４・５区の境界を変更して，２区を東地区事務
所・中地区事務所所管区域，４区については南地区事務所・
石山地区事務所所管区域，５区については旧中蒲原郡地域
（新津市・小須戸町・亀田町・横越町）とすることが望まし
い

15 15 15

39
Ａ変更案を基本にして、巻町の四ツ郷屋地区を６区に入れた
ほうがいい

14 3 1 1 1 1 10

40
Ｃ変更案の７区をＥ変更案の６区と７区のように二分割して
合計で８区構成にする

13 6 3 2 1 1 1 1 3 1

41 警察署の管轄区域で区割りすべき 12 8 2 5 1 1 3

42 Ｃ変更案を基本とし、７区に黒埼地区を入れる 12 12

43 Ｂ変更案を基本とし、７区に黒埼地区を入れる 12 12

44 Ｂ変更案を基本に、中之口村は７区にする 11  1 10

45 Ｄ案を基本として潟東村は６区にする 9 7 2 5 1 1

46 石山地区は、新潟市域との区割りを 9 9 9

47 Ｅ案を基本に、赤塚地区は７区に入れる 8  2 1 5

№ 意　　　　　見

小　　　　　　　　　　　　　　　計

潟東
村

月潟
村
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町
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町

白根
市
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市

小須
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味方
村

区割りに関する意見１（第二次）　一覧表
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区
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48 黒埼地区と坂井輪地区を一つの区とすると良い 7 7 1 1 5

49
Ｄ案を基本として、味方村以外の西蒲原は割らないで一つの
区に

7  5 1 1

50 Ｂ変更案を基本に、７区に中之口村、月潟村を入れる 7  1 5 1

51
Ａ変更案を基本に、白根市を７区から分離して、５区に組み
入れたほうが良い

7 3 1 2 1 1 2

52 関屋分水にとらわれず、関屋堀割町は中央地区と一緒が良い 7 7 7

53
Ｄ案を基本に、２区を中地区と東地区で一つの区、石山地区
と鳥屋野地区で一つの区と分割し、４区と５区を合わせて一
つの区として、合計７区とする

5 5 5

54 白根市、新津市、小須戸町で一つの区とする 5 2 2 3

55 Ｂ変更案・Ｄ案を基本に、中之口村を７区に加える 5  5

56 Ｅ案を基本として黒埼支所所管区域を６区にする 5 5 3 2

57 白根市と黒埼地区は分離する 5 3 3 2

58
黒埼北部（寺地・立仏・ときめき）は分離して、坂井輪地区
と同一区に

5 5 5

59 亀田町と石山地区は同じ区が良い 5 3 3 2

60 旧西蒲原郡を割らないで 5 　 5

61 Ｃ変更案を基本に、潟東村を白根地区に入れる 4 2 2 1 1

62 Ｂ変更案を基本に、４区は南警察署管内で一つの区とする 4  1 3

63 現在ある市町村をそれぞれ一つの区とする（１４区） 4 2 2 1 1

64
Ｄ案を基本として、石山地区事務所所管区域と南地区事務所
所管区域で一つの区、亀田町と横越町で一つの区とする

4 4 4

65 （Ｄ案を基本に）日本海沿岸高速道路より北側を２区とする 4 4 1 3

66
２区は巨大化過ぎるので、旧４９号線により２つに分けた方
が良い

4 4 2 2

67 旧市町村を割らないでほしい 4 4 4

68 Ａ変更案７区を二分割 4 3 2 1 1

69 西地区・西川町・巻町・岩室村は同一の区 4 4 2 2

70 Ｅ案２区を二分割 4 1 1 1 2

71
坂井輪地区事務所所管区域と西地区事務所所管区域で一つの
区

3 3 1 2

72
Ａ変更案を基本として黒埼支所管内も７区に入れて西蒲原、
白根市で一つの区にしたほうが良いと思います

3 2 2 1

73 Ｅ案を基本として、月潟村は５区にした案が良いと思います 3  3

74
Ｅ案を基本として、７区に中野小屋、赤塚地区を併せ一つの
区にするのがいい

3  3

75 Ｅ案をベースに２区から中央地区を独立する 3 2 1 1 1

76
Ｃ変更案を基本とし、新潟市と四ツ郷屋を７区巻町と西川町
と岩室村と潟東村と月潟村と中之口村を８区に

3  1 2

77 Ａ変更案の２区３区を一つにした区で、人口２５万位が必要 3 2 2 1

78 白根市と黒埼地区は一緒の区 3 1 1 2

79 味方村以外の西蒲原郡は割らないで 3 　 1 2

80 旧石山村で一つの区 3 3 3

81 石山は亀田町・横越町と同じ区 3 3 1 2

82 黒埼地区と白根市を一つの区とすると良い 2 2 2

83 石山地区を一つの区とする 2 2 2

84
Ａ変更案の７区を西川町・巻町・岩室村で一つの区とし、白
根市・味方村・潟東村・月潟村・中之口村で一つの区とする

2 2 1 1

85 黒埼地区は単独の区が良い 2 2 2

86 巻町、西川町、黒埼地区を一つの区にする 2 2 2

87 小須戸町、新津市に中蒲原郡の亀田町、横越町を加える 2 1 1 1

88 Ｃ変更案を基本に、月潟村、中之口村を６区に加える 2 1 1 1

89 白根市・味方村・月潟村・中之口村を一つの区 2 　 1 1

90
Ｅ案を基本に、内野地区、赤塚地区、中野小屋地区、西川
町、巻町四ツ郷屋地区で一つの区にする

2  2

区割りに関する意見１（第二次）　一覧表
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91

Ｂ変更案が良い但し、２区は案から南地区の①鳥屋野地区を
除く３区は案から坂井輪地区を除き、南地区の①鳥屋野地区
を加える坂井輪地区は独立区とする（※７区制でなく８区制
にしてはどうか）

2 1 1 1

92 Ａ変更案を基本に、白根市を５区に、黒埼地区を７区にする 2  2

93
内野地区、赤塚地区、中野小屋、西川町、潟東村、巻町を一
つの区

2  2

94 岩室村・巻町・西川町・潟東村を一つの区 2 　 2

95
岩室村、潟東村、月潟村、中之口村、西川町、巻町を一つの
区

2  1 1

96
北地区・豊栄市と聖籠町で一つの区
坂井輪地区と黒埼地区で一つの区
新津市と小須戸町、白根市と味方村を一つの区

2  2

97 区割りＥ案を基本的に味方村を加え、四ッ郷屋地区は除く 2  2

98 Ｄ案を基本に、７区に中之口村、月潟村を入れる 2  2

99

Ｅ案を基本として、巻町、潟東村、岩室村、西川町、中之口
村、吉田町の西槙・横地、新潟市の内野・赤塚・中野小屋で
１つの区に黒埼とは坂井輪、もしくは白根市、味方村、月潟
村とで１つの区にした方が良い

2  2

100

Ｄ案を基本として、巻町、潟東村、岩室村、西川町、中之口
村、吉田町の西槙・横地、新潟市の内野・赤塚・中野小屋で
１つの区に黒埼とは坂井輪、もしくは白根市、味方村、月潟
村とで１つの区にした方が良い

2  2

101
Ｅ案７区に内野、赤塚、中野小屋地区で一つの区にすると良
い

2  2

102
Ｄ案を基本とし、内野地区は３区に６区の月潟村、中之口村
は７区に入れた方が良い

2  2

103

１区　北地区、豊栄市、中地区、東地区（木戸・大形）
２区　新潟島、南地区（鳥屋野）
３区　南地区（曽野木・両川）、亀田町、横越町、新津市、
小須戸町
４区　坂井輪地区、西地区
５区　黒埼町、白根市、味方村、潟東村、巻町、西川町、岩
室村

2 2 1 1

104
新潟中央地区、坂井輪地区事務所、西地区事務所所管区域の
一部（内野地区の一部）案が良い

2 2 2

105

１　新潟市西地区、　２　新潟市東地区
３　亀田町・横越町、４　豊栄市・小須戸町
５　白根市・新津市、
６　潟東村・味方村・月潟村・中之口村
７　巻町、西川町、岩室村

2 2 2

106

１区　北地区、豊栄市
２区　中地区、東地区、石山地区
３区　中央地区、南地区（鳥屋野）
４区　南地区（曽野木・両川）、石山地区（大江山）、横越
町、亀田町、新津市、小須戸町
５区　坂井輪地区、西地区、黒埼地区
６区　白根市、味方村、岩室村、巻町、西川町、潟東村、月
潟村、中之口村

2 2 2

107
鳥屋野潟を中心とした鳥屋野地区、曽野木地区、石山地区を
一つの区に

2 2 1 1

108 Ｄ案を基本に、３区に西地区事務所所管区域を加える 2 2 2

109

１区　北地区、豊栄市
２区　中地区、東地区（木戸・大形）
３区　東地区（沼垂・木戸）、南地区（鳥屋野・曽野木）
４区　東地区（木戸）、石山地区、南地区（曽野木・両
川）、横越町、亀田町
５区　新津市、小須戸町、白根市
６区　坂井輪地区、西地区、黒埼地区、西川町
７区　岩室村、巻町、潟東村、月潟村、中之口村、味方村
８区　中央地区

2 2 2

110
Ｂ変更案を基本とし、坂井輪地区を一つの区、中央地区と鳥
屋野地区で一つの区とする

2 1 1 1

111 坂井輪・西地区で一つの区現西蒲原郡の町村で一つの区 2 2 1 1

112

阿賀野川・信濃川で分割すると良い中央地区と坂井輪地区で
一つの区、西地区・岩室村・西川町・潟東村・巻町で一つの
区とするただし、コスポより西側を西地区、西・坂井輪の境
界は国道１１６号とし、新通西も西地区とする

2 2 2

113 石山地区と鳥屋野地区で一つの区とする 2 2 2
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114 Ｄ案を基本として、２区に曽野木地区を入れる 2 2 1 1

115
Ａ変更案２区３区を一体化して「西蒲原」「白根」を分割す
るか、Ｅ案を修正して黒埼地区を生活圏、経済圏も一体に
なっている６区（西）に編入する

2 1 1 1

116 黒埼地区と西蒲原地区とは分離する 2 2 2

117 亀田郷で一つの区 2 1 1 1

118 石山地区・南地区の一部・東地区の一部で一つの区 2 2 2

119 旧西蒲原郡を区にしてほしい 2 2 2

120
坂井輪地区事務所所管区域・西地区事務所所管区域を割らな
い

2 2 1 1

121 坂井輪・西・黒埼で１つの区 2 2 2

122 巻町・西川町・潟東村・は同一の区 2 　 1 1

123 坂井輪地区と西地区は分離すべき 2 2 1 1

124 西蒲原郡と西地区は同一の区 2 2 1 1

125 紫竹４丁目を分割しないでほしい 2 2 2

126 Ｄ基本として内野の一部を除く 1 　 1

127

坂井輪地区事務所所管区域・黒埼支所区域で一つの区、
巻町・岩室村・赤塚地区で一つの区、
西川町・味方村・中野小屋地区で一つの区、
新津市・小須戸町・横越町で一つの区、
亀田町・大江山地区で一つの区、
東地区事務所所管区域・北地区事務所所管区域で一つの区

1 1 1

128 亀田町・横越町を一つの区にすると良い 1 1 1

129 味方村以外の西蒲原郡で１つの区 1 　 1

130
西川町、潟東村、岩室村、巻町を一つの区とすると良い味方
村、月潟村、中之口村は中ノ口川の沿線という地理的条件が
あるので、白根市と同区にするのが望ましい

1 1

131
月潟村については、中ノ口川沿線沿いの白根市、旧黒埼町、
味方村、中之口村で区を作ってもらいたい

1 1

132 白根市・旧黒埼町・味方村・月潟村・中之口村を一つの区 1 　 1

133 北地区・下山と豊栄市を一つの区とする 1 1 1

134
Ｄ案を基本として新津市と亀田町でひとつの区、白根市と巻
町で一つの区、中央地区と黒埼地区で一つの区

1 1 1

135
西地区と坂井輪地区は一つの区とする西蒲原郡は一つの区と
する

1 1 1

136
新津市・白根市・豊栄市をそれぞれ一つの区、西蒲原郡・中
蒲原郡をそれぞれ一つの１区

1 1 1

137
Ｄ案を基本として１区に中地区・東地区を加える鳥屋野地
区・石山地区・曽野木地区で一つの区とする

1 1 1

138
Ａ変更案を基本として坂井輪地区で一つの区、白根市・味方
村・月潟村・中之口村・黒埼町で一つの区、西地区・西川
町・巻町・潟東村・岩室村で一つの区

1 1 1

139 Ａ変更案２区３区を合わせて１区 1 1 1

140
Ａ変更案を基本として６区は坂井輪地区・黒埼地区・内野地
区、７区は白根市・味方村・月潟村・中之口村・潟東村、８
区は西川町・赤塚地区・中野小屋地区・巻町・岩室村とする

1 1 1

141
１５市町村（合併１４市町村＋旧黒埼町）をそれぞれ、一つ
の区に区名も市町村名で

1 1 1

142 松浜地区と南浜地区、濁川地区を一つの区 1 1 1

143 白根市、西川町、巻町、黒埼地区にしたい 1 1 1

144
小須戸町と横越町を一つの区にすると良い岩室村と、西川町
と一つの区にすると良い味方村と潟東村と一つの区にすると
良い月潟村と中之口村と一つの区にすると良い

1 1 1

145 小学校の通学区域にすると良い 1 1 1

146

白根市と味方村を一つの区にすると良い
赤塚地区に、巻町、岩室村、西川町を一つの区にすると良い
黒埼地区と坂井輪地区を一つの区にすると良い
新津市、小須戸町、横越町を一つの区にすると良い
亀田町と石山地区を一つの区にすると良い

1 1 1

147 黒埼地区と西川町を一つの区にすると良い 1 1 1
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148

味方村と潟東村を一つの区にする
月潟村と中之口村を一つの区にする
岩室村と西川町を一つの区にする
亀田町と横越町を一つの区にする

1 1 1

149
基本的には、これから新しく合併する市町村をそのまま区と
して調整していくことが望ましい

1 1 1

150

西川町、巻町、岩室村で一つの区
白根市、味方村、潟東村、月潟村、中之口村を一つの区
亀田町、横越町を一つの区　新津市、小須戸町を一つの区
新潟市は一つの区　豊栄市は一つの区とすると良い

1 1 1

151
Ａ変更案を基本に、黒埼地区は、関屋・坂井輪地区と一つの
区にする

1 1 1

152
Ｃ変更案の７区を、坂井輪地区と西地区・岩室村・西川町・
潟東村・月潟村・中之口村・巻町の２つに分割し、８区案と
する

1  1

153
Ｄ案を修正し、３区に黒埼地区を加え、６区に潟東村を加え
る

1  1

154 Ｂ変更案を基本に、潟東村と小須戸町を加える 1  1

155 白根市を中心とした広域事務組合の区域を一つの区に 1  1

156
Ｄ案を基本として、黒埼地区を中ノ口川沿いと信濃川沿いに
分けて区割りする潟東村を６区に入れる

1  1

157
Ｃ変更案を基本に、２区に３区の沼垂地区を入れる５区に４
区の横越町を入れる６区に７区の月潟村・中之口村を入れる

1  1

158
Ｂ変更案を基本に、６区から黒埼地区を除き、潟東村を加え
る

1  1

159

５区割りにする１区　中央地区・南地区・東地区（沼垂）、
２区　中地区・東地区（沼垂以外）・北地区・豊栄市、３
石山地区・亀田町・横越町・新津市、４区　坂井輪地区の半
分・黒埼地区・白根市・味方村・潟東村・月潟村・中之口
村・小須戸町、５区　坂井輪地区の半分・西地区・西川町・
巻町・岩室村

1  1

160
Ｂ変更案が良いが、大野（黒埼）は新潟地区へ、小須戸町を
入れる

1  1

161
７区　巻町、西川町、赤塚地区、中野小屋地区、岩室村、潟
東村、中之口村、月潟村、味方村

1  1

162
巻町、岩室村、西川町を一つの区に潟東村、中之口村、月潟
村、味方村を一つの区に

1  1

163
Ｂ変更案を基本として、中之口村、月潟村は７区にしたほう
が良い２区の一部（鳥屋野地区）と３区の中央地区を同じ区
とし、１区増やして８区にするのも良い

1  1

164 Ｃ変更案を基本に、月潟村、中之口村、潟東村を６区へ 1  1

165
Ａ変更案を基本として、２区３区の境界は栗ノ木バイパスと
する

1  1

166
Ａ変更案を基本で、７区を白根市・味方村・月潟村・中之口
村の区と、岩室村・巻町・西川町・潟東村の区に二分割する

1  1

167
Ｃ変更案を基本に、月潟村、中之口村を６区に加える７区は
二分割して８区にしても良い

1 1

168
現在の西蒲原（味方、月潟は別）と西新潟地区で１つの区に
白根と味方、月潟、黒埼で１つの区で良い

1  1

169
白根市、味方村、潟東村、月潟村、中之口村で1つの区とす
る

1  1

170
東地区事務所所管区域の沼垂・木戸・大形地区で一つの区、
鳥屋野地区・両川地区で一つの区とする

1 1 1

171

Ｃ変更案基本に中央地区の一部と坂井輪地区、西地区の一部
(内野地区の一部)、黒埼地区、白根市、味方村を６区７区は
西地区の一部赤塚、中野郷屋、岩室村、西川町、潟東村、月
潟村、中之口村、巻町で1つの区とする

1  1

172 Ｄ案４区に山潟中学校区を入れる 1  1

173
Ｅ案を基本として、西川町・潟東村・中野小屋地区・赤塚地
区・巻町・岩室村・中之口村で一つの区にすると良い

1  1

174
Ａ変更案を基本に、７区に赤塚地区・中野小屋地区を加え、
白根市を５区にする

1  1

175
Ｅ案を基本に、白根市を４区に、黒埼地区を７区にする西蒲
原は一つ

1  1

176
Ｅ案を基本に、白根市を４区に、黒埼地区を６区に、味方村
を７区にする

1  1
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177 Ｂ変更案を基本とし旧黒埼町を３区にした方が良い 1  1

178

Ｃ変更案を基本として、６区に月潟村を加え、７区を分割し
て、坂井輪地区及び内野地区で一つの区、西地区の赤塚・中
野小屋と、西川町、潟東村、巻町、中之口村及び岩室村で一
つの区とする

1  1

179
Ｅ案を基本に、できれば黒埼地区、月潟村を含む西蒲原を一
つの区としていただきたい

1  1

180 白根市は味方村、月潟村、黒埼で一つの区に 1  1

181

１区　北地区・豊栄市
２区　中地区・東地区
３区　中央地区・南地区の鳥屋野地区
４区　石山地区・南地区の曽野木・両川地区・亀田町
５区　西地区の内野・中野小屋地区、坂井輪地区
６区　新津市　・小須戸町・横越町
７区　白根市・黒埼支所

1  1

182 Ｃ変更案を基本として、坂井輪地区を６区にした方が良い 1  1

183 巻町、岩室村、西川町を一つにすると良い 1  1

184

Ｂ変更案を基本として、巻町、潟東村、岩室村、西川町、中
之口村、吉田町の西槙・横地、新潟市の内野・赤塚・中野小
屋で１つの区に黒埼とは坂井輪、もしくは白根市、味方村、
月潟村とで１つの区にした方が良い

1  1

185
西蒲原を一つの区にしてほしい新津市・小須戸町・白根市を
一つの区としても良いのでは巻の四ッ郷屋は西新潟と一体が
現状とマッチしベスト

1  1

186
旧西蒲原地区市町村と赤塚地区が一つの区として区役所事務
所を巻町にして区割りをしてほしい

1  1

187
Ｃ変更案を基本に、３区をＢ変更案のようにする（内野地区
を３区に）味方村は７区の方が農家としては良い

1  1

188
西蒲原郡と内野、赤塚、中野小屋で一つの区とする（ただ
し、味方、月潟は除いて）

1  1

189

白根市、潟東村、月潟村、味方村、中之口村
西川町、岩室村、赤塚地区、中野小屋地区、内野地区
新津市、小須戸町、横越町、亀田町
松浜地区、豊栄市、南浜地区、濁川地区
坂井輪地区、黒埼地区
沼垂地区、木戸地区、大形地区
石山地区、大江山地区、鳥屋野地区、曽野木地区、両川地
区、中地区
中央区

1 1 1

190 味方村、潟東村、中之口村で一つの区 1 1 1

191
５区の新津市、小須戸町に亀田町、横越町を加えて、中蒲原
郡でまとめるべき4区は石山地区事務所、南地区事務所管内
の全域とすべき

1 1 1

192

１区　北地区、豊栄市
２区　中地区、東地区（木戸・大形）
３区　東地区（沼垂）、南地区（鳥屋野）
４区　新潟島
５区　南地区（曽野木・両川）、亀田町、横越町
６区　新津市、小須戸町
７区　坂井輪地区、西地区（内野）
８区　黒埼地区、白根市、味方村、潟東村
９区　西地区（赤塚・中野小屋）巻町、西川町、岩室村

1 1 1

193
１区　新潟島、　２区　Ｄ案の２区、　３区　各案の１区、
４区　Ｄ案の４区、　５区　各案の５区、
６区　Ａ案の７区、　７区　Ａ案の６区

1  1

194 Ｂ・Ｄ案で、西地区を含めた西新潟の区を作ってほしい 1 1 1

195 西地区事務所所管区域で一つの区とする 1 1 1

196
Ｄ案を基本として、東地区と中地区で一つの区、石山地区と
南地区で一つの区、亀田町、横越町、新津市、小須戸町で一
つの区とする

1 1 1

197 坂井輪地区は人口も多いので一つの区にする 1 1 1

198
Ｂ変更案を基本として、東地区事務所管内と中地区事務所管
内で一つの区、鳥屋野地区と曽野木地区で一つの区とする

1 1 1

199 Ｅ案のうち５区に月潟村、中之口村を加える 1 1 1

200

Ｄ案を基本として、４区と５区に白根市・味方村を加え一つ
の区とする３区に黒埼支所を入れて一つの区にする７区に中
之口村と月潟村を入れて一つの区にする全体の区の数を５区
にして、スリム化を図る

1 1 1
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201

Ｅ案を基本に、
１区　中地区の一部（旧松ヶ崎浜村）、北地区、豊栄市、大
江山地区の一部・横越町の一部（いずれも阿賀野川右岸側）
２区　木戸地区の一部、大形地区、石山地区
３区　大江山地区、曽野木地区、両川地区、横越町（大
半）、亀田町
４区　新津市、小須戸町
５区　白根市、味方村
６区　坂井輪地区、黒埼地区
７区　岩室村、西川町、潟東村、月潟村、中之口村、巻町
（一部）
８区　中地区の一部、木戸地区の一部、沼垂地区、鳥屋野地
区
９区　新潟島
10区　西地区、巻町の一部（四ツ郷屋地区）

1 1 1

202

１区　北地区、豊栄市
２区　中地区、東地区
３区　石山地区（石山）、南地区（鳥屋野）
４区　南地区（曽野木・両川）、石山地区（大江山）、横越
町、亀田町、新津市、小須戸町
５区　中央地区、坂井輪地区
６区　黒埼地区、白根市、味方村
７区　西地区、岩室村、巻町、西川町、潟東村、月潟村、中
之口村

1 1 1

203

１区　北地区、豊栄市、
２区　中地区、東地区、石山地区、南地区、
３区　中央地区、坂井輪地区、西地区、黒埼地区、
４区　亀田町、横越町、新津市、小須戸町、
５区　白根市、味方村、月潟村、中之口村、潟東村、西川
町、巻町、岩室村

1 1 1

204
中央・坂井輪・西地区で一つの区現西蒲原郡の町村で一つの
区

1 1 1

205
坂井輪・西・黒埼地区で一つの区現西蒲原郡の町村で一つの
区

1 1 1

206 Ｂ変更案を基本に、五十嵐小学校区は７区にする 1 1 1

207
４区は石山地区事務所管内と南地区事務所管内とすべきであ
る

1 1 1

208

巻町が加わり８０万人になることから区の数は８つが良い
１区　Ａ～Ｅ案、
２区　Ａ・Ｃ案をもとに石山地区を入れる、
３区　Ａ・Ｃ案をもとに石山地区を入れる、
４区　Ｄ案、
５区　Ａ～Ｅ案、
６区　坂井輪地区と黒埼地区、
７区　Ｂ・Ｄ案の６区（黒埼はのぞく）、
８区　Ｂ・Ｄ案の７区

1 1 1

209
Ｄ案を基本として、４区と５区に白根市・味方村を一つの区
に３区に黒埼支所を入れて一つの区に７区に中之口村と月潟
村を入れて一つの区に全体の区を５区にしてスリム化を

1 1 1

210 Ｄ案を基本にして７区の西地区事務所所管区域を３区にする 1 1 1

211

新潟市の中心部の一体化を考えるとき、関屋分水の東「新潟
島」と新潟駅一帯は分離しない方が良いＣ変更案などの３区
の区割りが望ましい新川の西の「内野地区」が７区に入るこ
とを拒むならば、小針から内野および旧黒埼地区を６区にし
て一つにし、味方村・白根市・新津市・小須戸町を５区にす
ることも良い

1  1

212
坂井輪地区と黒埼地区で一つの区、新津市と小須戸町、白根
市、味方村で一つの区に

1  1

213

Ａ変更案を基本にして、２区と３区の境界は、栗ノ木バイパ
スとする４区の石山地区の内、栗ノ木川東側は２区とするま
た、３区のうち、中央地区を単独の区として８区とする６区
のうち、赤塚地区・中野小屋地区を７区に加え、７区のう
ち、白根市・味方村・月潟村・中之口村一つの区にし、９区
とする

1 1 1

214

１区　北地区、豊栄市、
２区　中地区、東地区（木戸・大形）、
３区　東地区（沼垂・木戸）、南地区（鳥屋野・曽野木）、
中央地区、
４区　東地区（木戸）、石山地区、南地区（曽野木・両
川）、横越町、亀田町、
５区　新津市、小須戸町、白根市、
６区　坂井輪地区、西地区、黒埼地区、西川町、
７区　岩室村、巻町、潟東村、月潟村、中之口村、味方村

1 1 1

215
１、２、３、４、５区はＡ、Ｃ変更案とし、６区に坂井輪、
黒埼地区、７区に白根市、味方村、月潟村、潟東村、中之口
村、８区に西地区、西川町、巻町、岩室村とするのが良い

1  1

216 Ａ変更案に石山地区を２区に入れた区割りが良い 1 1 1

区割りに関する意見１（第二次）　一覧表

№ 意　　　　　見 意見数

新潟市

岩室
村

西川
町

新津
市

白根
市

豊栄
市

小須
戸町

巻町
その
他

不明
味方
村

潟東
村

月潟
村

中之
口村

横越
町

亀田
町
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中央
地区

沼垂
地区

木戸
地区

大形
地区

中
地区

内野
地区

中野
小屋
地区

赤塚
地区

松浜
地区

南浜
地区

濁川
地区

鳥屋
野地
区

両川
地区

曽野
木地
区

坂井
輪地
区

石山
地区

大江
山地
区

黒埼
地区

地区
不明

217
「Ａ変更案６区」を黒埼支所所管区域及び赤塚・中野小屋地
区を除いた区域とする

1 1 1

218 西新潟と新潟島は分断しない 1 1 1

219 高美町は鳥屋野地区の区割り内を要望する 1 1 1

220 黒埼地区と坂井輪地区を一つの区としない 1 1 1

221 黒埼地区と小新地区を一つの区にすると良い 1 1 1

222 白根市と潟東を一緒の区に 1 　 1

223
白根市の一部（中ノ口川付近の住民）を坂井輪地区に含むこ
とを希望

1 1 1

224 区役所が寺尾なら黒埼は白根と一緒 1 1 1

225 黒埼地区に白根市の一部を含める 1 1 1

226 黒埼地区は旧西蒲原郡と一緒が良い 1 1 1

227 Ｂ変更案を基本とするが黒埼を二分割するのは問題 1 　 1

228 黒埼地区を除いた現新潟市で１区、その他４～６区 1 1 1

229 黒埼中心の区域を望む（支所はそのまま） 1 1 1

230
黒埼地区と味方村、白根市の一部（山崎興野、松橋、塩俵地
区）を中心として、その関係地区を一つの区にすると良い

1 1 1

231 内野地区は坂井輪地区と一緒が良い 1 1 1

232 高美町・中部下水処理場は曽野木地区へ 1 1 1

233 石山地区は、東地区の中に 1 1 1

234 石山地区・鳥屋野地区を同じ区にする 1 1 1

235 ４区（Ａ・Ｂ・Ｃ案）には石山地区を入れない 1 1 1

236 Ａ・Ｂ・Ｃ案の４区が良い 1 　 1

237
旧西蒲原郡を１つの区割りに希望する（多すぎるため、２～
３区に分ける）

1 1 1

238 西蒲原郡を割らないで一つの区には反対 1 　 1

239 西蒲原１つか２つ程度 1 　 1

240 新潟市の中心部を分割するべきではない 1 　 1

241 本庁を含めた区割りが良い 1 　 1

242 高美町と上沼は割るべきではない 1 1 1

243 旧西蒲原郡と赤塚地区で一つの区 1 　 1

244 岩室村・巻町・西川町・潟東村・佐潟を割らない 1 　 1

245 岩室村・西川町は一つの区に 1 　 1

246 北地区・中地区は同一の区に 1 1 1

247 石山地区・大形地区は別の区に 1 1 1

248 石山地区は、中地区・東地区とは別の区に 1 1 1

249 Ｄ案２区と、旧石山村を中心に二分割 1 1 1

250
旧新潟市を１～３区に、４区豊栄市、５区亀田町・横越町・
新津市・小須戸町、６区黒埼支所・白根市・味方村、７区岩
室村・西川町・潟東村・月潟村・中之口村・巻町

1 　 1

251 Ａ変更案を基本とし、巻町と白根市を分離する 1 1 1

252 白根市と巻町は分離する 1 　 1

253 Ａ・Ｃ変更案の３区を中心に審議してほしい 1 1 1

254 Ｃ変更案を基本に二分割 1 1 1

255 月潟村・中之口村・潟東村の東部は白根圏 1 1 1

256 旧中野小屋村南部は西川町と一体に 1 1 1

257 Ｅ案７区に内野一部・赤塚・中野小屋地区を加える 1 　 1

258

１区北地区・豊栄市、
２区東地区の一部・中地区、
３区中央・東地区の一部、南地区の一部、
４区石山・南地区の一部、東地区の一部、
５区新津市・白根市・両川地区・横越町・小須戸町・亀田
町、
６区坂井輪・黒埼地区、
７区西地区、巻町他西蒲原町村

1 　 1

259

１区北地区・豊栄市、
２区東地区の一部・中地区、
３区中央・東地区の一部、南地区の一部、
４区石山・南地区の一部、東地区の一部・亀田町、
５区新津市・白根市・両川地区・横越町・小須戸町、
６区坂井輪・黒埼地区、
７区西地区、巻町他西蒲原町村

1 　 1

区割りに関する意見１（第二次）　一覧表

№ 意　　　　　見 意見数

新潟市

岩室
村

西川
町

新津
市

白根
市

豊栄
市

小須
戸町

巻町
その
他

不明
味方
村

潟東
村

月潟
村

中之
口村

横越
町

亀田
町
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中央
地区

沼垂
地区

木戸
地区

大形
地区

中
地区

内野
地区

中野
小屋
地区

赤塚
地区

松浜
地区

南浜
地区

濁川
地区

鳥屋
野地
区

両川
地区

曽野
木地
区

坂井
輪地
区

石山
地区

大江
山地
区

黒埼
地区

地区
不明

260 Ｂ変更案・Ｄ案を基本として２・３・４区を修正 1 　 1

261 Ｂ変更案を基本として２・３・４区を４分割 1 　 1

262 Ｂ変更案を基本として新潟市域の人口を考慮して修正 1 　 1

263 西新潟、東新潟の２つに分ける 1 1 1

264
合併する市町村はそのまま、新潟市を東西南北に分ける
（１７区）

1 1 1

2,618 1,600 390 3 3 3 22 13 4 2 8 4 86 890 171 1 3 26 2 2 2 173 25 34 2 7 4 18 708 8 4

9,745 6,929 460 18 9 3 8 245 193 302 3 2 24 4 15 916 1,068 1 3,654 4 11 138 4 6 14 351 182 183 67 51 46 61 1,677 18 7

※第二次意見募集終了後に提出された意見を含む

小　　　　　　　　　　　　　　　計

合　　　　計

区割りに関する意見１（第二次）　一覧表

№ 意　　　　　見 意見数

新潟市

新津
市

白根
市

豊栄
市

小須
戸町

横越
町

亀田
町

岩室
村

西川
町

巻町
その
他

不明
味方
村

潟東
村

月潟
村

中之
口村
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